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１．太陽光発電を含めた再エネ動向
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（１）地球温暖化による洪水リスクの増大

文科省から地球温暖化により、
昨年の夏の記録的な高温・大
雨が発生していると公式見解

地球温暖化で洪水時の
総雨量が25%増加

（ハード対策では限界）

出典：文科省報道発表資料（R7．9．5）
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（２）2040年に向けた今後の再エネ導入見通し（令和7年2月）

エネルギーミックスの導⼊目標を達成するため、主⼒電源である太陽光発電は、現時点の2〜3倍程度の導⼊を⾒
込んでいるが、今後、大規模開発に規制が強化される。

太陽光発電においては、純国産で既存インフラへの適用性が高いペロブスカイト等の薄膜太陽光発電への対応を支
援してく制度も始まっている。

出典：第７次エネルギー基本計画（経産省）

１．太陽光発電を含めた再エネ動向
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（３）太陽光発電の動向

出典：今後の再生可能エネルギー政策について（経産省）

2030年、2040年の再エネ導入目標
に向け太陽光発電の増加は必須

2025年度にペロブスカイトが発売開始
2028年度に量産化

（太陽光のゲームチェンジャー登場）

太陽光発電の適地が減少傾向にある中、導⼊目標を達成するためには、ペロブスカイトを既存インフラに適応させて
いくことが有効である。

ペロブスカイトは、2025年度に発売開始され、2028年には量産化が進むと⾔われている。

出典：ペロブスカイト太陽電池事業説明会（積水化学工業（株））

１．太陽光発電を含めた再エネ動向
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 太陽光発電の導入ポテンシャルは、水インフラである河川堤防、湖沼・ダム水面等は、耕作地に
次いで大きい。

（１）既存インフラでの太陽光発電導入ポテンシャル

水面や河川堤防等の水インフラ施設で
の太陽光発電ポテンシャルが大きい

出典：太陽光発電における新市場拡大等に関する検討（NEDO）

２.⽔インフラでの太陽光発電市場の推定と設置イメージ



２.⽔インフラでの太陽光発電イメージと市場の推定
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遊水地周囲堤法面模式図遊水地模式図

ダム堤体法面での設置イメージ図

護岸ブロックに太陽
光電池を張り付け

 南側を向く堤防の裏法面または下流法面を活用して太陽光発電設備を設置

（２）堤防法面での太陽光発電設置イメージ

■遊水地での設置イメージ ■ダム・ため池での設置イメージ
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出典：水インフラのCO2削減導入支援事業（経産省）

 現在建設中の菱池遊水地（愛知県）において、周囲堤の裏法を活用した太陽光発電を実証事業中
であり、所定の発電電力量が得られるとともに、雑草の繁茂抑制ができた。

出典：矢作川・豊川CNプロジェクトポータルサイト（愛知県）

３．ペロブスカイト等を用いた太陽光実証事業の概要
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・太陽光発電設置場所拡大
・堤防の強化
・除草費用の抑制

期待される効果

・R7.7～R8.3実証期間

・ペロブスカイト
・薄型シリコン
・通常シリコン

適用モジュール

・通常の太陽光発電と同等
の発電が可能
・施工性は良好
・雨水等による漏電発生なし
・防草効果に有効

実証結果

■実証概要モデル

■実証概要と結果 ■太陽光ブロック写真

３．ペロブスカイト等を用いた太陽光実証事業の概要



低炭素コンクリート
（出典：丸栄コンクリート工業） 9

■太陽光ブロックの仕様

シリコン用コンクリートブロック

コネクター

配線

シリコン太陽光モジュール背面図

コネクター

コネクター

ペロブスカイト用コンクリートブロック

ペロブスカイトモジュール正面図

コネクター

コネクター

配線

コンクリートは低炭素コンクリートを使用

 配線はモジュール裏側のブロック切り欠き部に収納できる形状とし、漏電・感電抑制を行い、ブ
ロックは低炭素コンクリートを採用した。

３．ペロブスカイト等を用いた太陽光実証事業の概要
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■太陽光ブロック設置工事

③ブロック等資材搬入②法面成型①施工前

⑥完成⑤太陽光ブロック設置④太陽光ブロック設置

 太陽光ブロックの設置工事は、法面形成したのち、コンクリートブロックを法面に敷設し、モ
ジュール裏にある配線を接続するのみ。

３．ペロブスカイト等を用いた太陽光実証事業の概要
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【①河川堤防等の法面を活用した太陽光発電の占用】
•河川や遊水地、ダム堤体法面のうち南側を向く法面が多くあ
り、これらの法面を活用することで、太陽光発電フィールドが
多く確保できる。

•河川法では自由使用の原則があるが、電気事業法では柵を
設ける必要（50kWを超える場合）がある。

•これにより、自由使用を妨げることとなるため、高圧（50kW
以上）での太陽光発電を推進していく際は、田畑で実施して
いるソーラーシェアリングのように、感電事故防止策を講じる
ことを前提に、堤防法面の占用ルールの構築と合わせて電
気事業法の規制緩和が必要。

【電気設備の技術基準】

第38条：高圧又は特別高圧の機械器具及び⺟線等（中略）を屋
外に施設する発電所（中略）は、構内に取扱者以外の者が立ち
入らないような措置を講じること。（以下略）。一さく、へい等を設

けること。

4．⽔インフラでの太陽光発電導入に向けての課題



12Ｐ

水発

太発

電池

ハイブリッド揚水発電イメージ

太発

【②変動制電源の拡大による調整力確保】
•変動性電源である太陽光発電を導入することで、春・秋の余剰電力の増加に加え、気象条
件に応じて電力不足が発生するリスクが発生する。（昨年のスペイン・ポルトガルのような大
規模停電になるリスクが高まる）
•需要に応じた電源を確保するためには、水力発電などのベースロード電源に加え、揚水発
電や蓄電池の確保が重要

4．⽔インフラでの太陽光発電導入に向けての課題
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2月末まで実証実験を実施しています。

⾒学希望の⽅、パシフィックコンサルタンツ小森谷まで︕

※モジュールに直接手を触れることはできません。
近くでの写真撮影も遠慮させていただいております。


